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令和５年７月第１３４回内子町議会臨時会会議録（第１日） 

○招集年月日   令和５年７月７日（金） 

○開会年月日   令和５年７月７日（金） 

○招 集 場 所   内子町議会議事堂 

 

○出 席 議 員（１４名） 

１番  城 戸   司 君         ２番  塩 川 まゆみ 君 

３番  関 根 律 之 君         ４番  向 井 一 富 君 

５番  久 保 美 博 君         ６番  森 永 和 夫 君 

７番   地 幸 雄 君         ８番  泉   浩 壽 君 

９番  大 木   雄 君        １０番  山 本   徹 君 

１２番  下 野 安 彦 君        １３番  林     博 君 

１４番  山 崎 正 史 君        １５番  寺 岡   保 君 

 

○欠 席 議 員（０名） なし 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名     

町 長  小野植 正 久 君      副 町 長  山 岡   敦 君 

総 務 課 長  黒 澤 賢 治 君      住 民 課 長  上 山 淳 一 君 

保健福祉課長  久保宮 賢 次 君      こども支援課長  山 本 勝 利 君 

農林振興課長  大久保 裕 記 君      政策調整班長  二 宮 大 昌 君 

学校教育課長  亀 岡 秀 俊 君 

 

○出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  前 野 良 二 君    書 記  本 田 紳太郎 君 

 

○議事日程（第１０号） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

    自 令和５年７月７日 

 会期               １日間 

    至 令和５年７月７日 

日程第 ３ 招集あいさつ 

日程第 ４ 議案第６４号 第１３号 令和５年度電子黒板購入に係る物品購入契約について 

日程第 ５ 議案第６５号 損害賠償の額の決定について 

日程第 ６ 議案第６６号 令和５年度内子町一般会計補正予算（第５号）について 
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日程第 ７ 議案第６７号 令和５年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

日程第 ８ 議案第６８号 令和５年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第８まで 

 

午前１０時００分 開会 

 

○議会事務局長（前野良二君） ご起立願います。礼。ご着席ください。 

○久保議長 ただ今から、令和５年７月第１３４回内子町議会臨時会を開会いたします。本

臨時会には、地方自治法第１２１条第１項の規定により、町長、教育長の出席を求めており

ます。また、説明員として出席通知のありました者は、副町長及び各課長、班長等の８名で

あります。これより、本日の会議を開きます。 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（久保美博君）「日程第１ 会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は、

会議規則第１１９条の規定により、議長において、２番、塩川まゆみ議員、３番、関根律之

議員を指名します。 

 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

○議長（久保美博君） 「日程第２ 会期決定の件及び議事日程通告」のうち、会期決定の

件を議題とします。お諮りします。本臨時会の会期は、去る６月３０日に開催の議会運営委

員会において本日１日限りとし、会議時間は議事終了時までとしております。これにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ご異議なしと認めます。従って、会期は本日１日限りとし、閉会の

時刻は議事終了時とすることに決定しました。 

 なお、本日の議事日程は、お手元に配布しております「議事日程 第１０号」の通りであ

ります。 

 

日程第 ３ 招集あいさつ 

○議長（久保美博君） 「日程第３ 招集あいさつ」を町長より受けることにします。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（久保美博君） 小野植町長。 
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〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） 本日ここに、第１３４回令和５年７月内子町議会臨時会を招集い

たしましたところ、議員各位には、公私共に大変ご多忙中にもかかわらずご出席をいただき、

誠にありがとうございます。 

 はじめに、先日、国民健康保険及び介護保険に関する「高額介護合算療養費」及び「高額

医療合算介護サービス費」の過去３年間分と、国民健康保険に関する「高額療養費（外来年

間合算分）」の過去２年間分について、対象者の方へ申請勧奨通知書を送付していなかった

ことにより、本来、支給するべき費用が支給漏れとなった事案が発生しましたことをご報告

申し上げます。昨年度末より職員の不祥事や事務処理誤りが相次ぎ、職員の綱紀粛正と再発

防止策を講じている中、またしてもこのような不祥事が発生したことにつきまして、町長と

して非常に重く受け止めております。町民の皆さま、並びに関係機関の皆さまに多大なるご

迷惑と大変なご心配をおかけしましたことをお詫び申し上げます。今回の事案は、担当職員

の単なる事務処理ミスではなく、職員相互間のチェック体制が機能していなかったために

起こったものと考えています。今後このようなことが起きないよう、業務チェックリストを

作成し、職員一人ひとりが事務処理手順等の再確認を行い、再発防止に努めて参ります。 こ

のような中、先日、６月２２日には、課長級職員を対象としたリスク管理研修を実施し、赤

穂代表監査委員さんのご指導を受けたところです。今後は、各課長等が中心となり、内部統

制の実効性を確実なものとすることで再発防止を図り、町民の信頼回復に努めて参る所存

でございます。  

さて、間もなく梅雨明けを迎える時期となりました。過去を振り返りますと、梅雨末期の

大雨で甚大な被害が発生したケースもございます。町内におきましては、先日、６月３０日

から７月１日にかけて、総雨量２００ミリを超える大雨を観測いたしました。大雨洪水警報

に加え、土砂災害警戒情報が発表され、町内全域に避難指示を発令するとともに、消防団員

全員に出動を要請し、災害対応にあたっていただきました。消防団や消防署、また、地元の

皆さまに感謝を申し上げます。おかげさまで、町内では側溝が詰まって水や土砂が道路に流

れ出たり、土砂崩れや倒木による通行止めが発生したりしたものの、人的な被害は発生しま

せんでした。このような折、消防団におきましては、大雨の翌日の７月２日に町内一斉に機

械器具点検を実施し、消防車両を含む全ての消防資機材等について、総点検を行ったとこ 

ろでございます。今後、起こり得る万が一の災害に対し迅速な対応ができるよう、各方面の

体制を整えて参りたいと思います。 

また、町内各地では、クリーン活動が実施されております。担い手が少なくなった地域が

ある中、美しい景観や風景を守るため、町民の皆さまが協力して取り組んでいただいており

ますこと、この場をお借りしてお礼を申し上げます。美しい町並み、村並み、山並みは、そ

こで人が暮らし、手を加えることで守られ、また、つくられていますので、こういった地域

コミュニティの力が美しい景観形成や景観維持に不可欠であることを改めて実感している

ところでございます。これからも町民の皆さまと一緒に美しい風景をつくっていきたいと
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考えています。  

さて、本臨時会に町長として提出いたします案件は、物品購入契約１件、先程申し上げま

した「国民健康保険制度及び介護保険制度における事務処理誤り」により発生する損害賠償

の額の決定１件、その損害賠償の支払いに係る補正予算及びエネルギーや食料品価格等の

物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し支援を行うため、国が創設した「電力・ガス・

食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を活用するための補正予算等の３件でございます。 

詳細につきましては、後ほどご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りま

すようお願いを申し上げまして、招集のご挨拶といたします。 

○議長（久保美博君） 以上で、招集あいさつを終わります。 

 

日程第 ４ 議案第６４号 第１３号 令和５年度電子黒板購入に係る物品購入契約につ

いて 

○議長（久保美博君） これから、議事日程に従って提出議案の審議に入ります。「日程第

４ 議案第６４号 第１３号 令和５年度電子黒板購入に係る物品購入契約について」を

議題とします。提出者の報告を求めます。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（久保美博君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） 「議案第６４号 第１３号 令和５年度電子黒板購入に係る物品

購入契約」につきましては、６月２８日に入札を執行し、仮契約を執行した物品購入契約に

ついて議会の議決を求めるものでございます。その内容につきましては、学校教育課長に説

明いたさせますので、よろしくご審議の上ご決定賜りますよう、お願いいたします。 

○学校教育課長（亀岡秀俊君） 議長。 

○議長（久保美博君） 亀岡学校教育課長。 

〔亀岡秀俊学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（亀岡秀俊君） それでは、「議案第６４号 第１３号 令和５年度電子黒

板購入に係る物品購入契約について」をご説明申し上げます。議案につきましては、議案書

１の１ページ、説明資料は、議案説明資料３の１ページに概要を記載しております。 

議案書１の１ページをご覧になってください。提案の理由でございますが、学校における

ＩＣＴ環境の充実を図ることを目的とし、６月２８日に入札を執行し、決定した落札業者と

仮契約を締結した購入契約について議会の議決を求めるものでございます。 

契約の概要につきましては、議案説明資料３の１ページにてご説明させていただきます。

議案説明資料３の１ページをご覧ください。 

１．契約の方法は、５社による指名競争入札となります。 

２．契約金額は１，１２８万６，０００円で、落札率は９７．９％となります。 

３．落札事業者、契約の相手方ですが、愛媛県今治市南大門町１丁目１番地の１５、四国
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通建株式会社、代表取締役、高木康弘となります。 

４．調達台数は２７台で、各学校への配備台数は、こちらに示しております内訳の通りで

す。今回、各学校へ追加で配備することにより、全ての普通教室に配備いたします。併せて、

特別教室等については、各校１台ではありますが配備できることになります。電子黒板には

スタンドにキャスターがついており、移動が可能となっておりますので、特別教室間の移動、

もしくは普通教室と特別教室、また会議室など、学校の実情に応じて移動しながら活用して

いただくことになります。そして、適応指導教室「ふれあいルーム」にも、学校と同じ環境

を提供するため１台配備いたします。 

５．機器の概要ですが、資料提示やＧＩＧＡスクール用端末からの画面共有等を行ったり、

ホワイトボード機能によって画面に手書きで書き込み等、書いたり、消したり、拡大するな

どが容易にできる機能を有するものでございます。また、他のクラスや学校との交流学習な

ど、遠隔地の先生や学校と子どもたちが画面を共有でき、オンライン授業にも有効であり、

活用方法は多岐にわたります。 

６．納期は、令和５年８月３１日としており、夏休み中に配備いたします。 

以上、「議案第６４号 第１３号 令和５年度電子黒板購入に係る物品購入契約について」

の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上ご決定賜りますよう、よろしくお願いい

たします。 

○議長（久保美博君） これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○１３番（林博君） 議長。 

○議長（久保美博君） 林博議員。 

○１３番（林博君） 電子黒板の追加購入ということで、学校現場からもこういう要望が上

がっていると聞いておりましたので、望ましいことであろうと思うんですが、説明の中で特

別教室にも対応するために各学校に１台ずつ、その分を購入するという説明だったんです

が、各学校の構造が、特別教室の構造がちょっと全て私把握できてないので質問するんです

が、各学校内で特別教室、黒板を移動する場合に、同じフロアであればキャスターがついて

おりますので問題ないと思うんですが、階が違う場合に、特別教室の、必要な教室に移動す

る場合、この電子黒板、重量がどの程度あって、何人で移動ができるものなのか質問をした

いと思います。 

○学校教育課長（亀岡秀俊君） 議長。 

○議長（久保美博君） 亀岡学校教育課長。 

○学校教育課長（亀岡秀俊君） カタログでのお答えになりますけれども、重量につきまし

ては、スタンドと画面ですね、すべてセットで９６．５ｋｇとなっております。実際の移動

なんですけども、そのままくっつけたまま持ち運びと言いますか、転がさずに手で持ち運ぶ

となりますと、やはり３人ぐらいは必要になろうかと思っております。 

○１３番（林博君） 議長。 

○議長（久保美博君） 林博議員。 
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○１３番（林博君） 学校によっては、階が違う特別教室への移動も想定しなければならな

いと思うんですが、今説明があったように大変重たい備品になるようです。学校によっては

階を変えての移動というのは難しいんではないかと考えられるんですが、そこら困難な学

校、施設は発生しないという捉え方で各学校１台ずつの特別教室対応という考え方でしょ

うか。質問をしたいと思います。 

○学校教育課長（亀岡秀俊君） 議長。 

○議長（久保美博君） 亀岡学校教育課長。 

○学校教育課長（亀岡秀俊君） すべての学校が同じフロアでまとめているということはな

いというふうに認識しております。例えばですね、元々運ぶことが困難な場所に電子黒板を

設置しておいて、それ以外の部分を、例えば、普通教室を特別教室の移動でカバーするだと

か、そのようなことを今、想定しておりまして、実際にその部屋ごとに台数全て揃うのがベ

ストなんでしょうけども、やはり費用対効果のことも考えて、素早い対応を学校でしていた

だくことにしております。 

○議長（久保美博君） 他、ありませんか。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（久保美博君） 関根律之議員。 

○３番（関根律之君） 私も同じ質問をしようと思ってたんですけど、ちょっと理解が追い

付かなかったので、それに関連した質問をします。特別支援学級というのがありますけれど

も、今おっしゃった特別教室というのは特別支援学級の教室ということではなくて、何か特

別な教室、音楽室とか美術室とか、そういう部屋のことを総称して言っているという、そう

いう理解でよろしいんでしょうか。 

○学校教育課長（亀岡秀俊君） 議長。 

○議長（久保美博君） 亀岡学校教育課長。 

○学校教育課長（亀岡秀俊君） 普通教室以外の総称で、そのような言い方をさせていただ

きました。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（久保美博君） 関根律之議員。 

○３番（関根律之君） そうすると全員協議会でも、今回で、まあ昨年度も同様に電子黒板

入れていますけども、今回ので全ての要望があった教室に電子黒板が入ったことになった

というふうに伺ったと思うんですけど、それで間違いないかということと、普通教室と特別

支援学級のクラス、学級には全て電子黒板が導入されるという、そういう理解でよろしいで

しょうか。 

○学校教育課長（亀岡秀俊君） 議長。 

○議長（久保美博君） 亀岡学校教育課長。 

○学校教育課長（亀岡秀俊君） 学校からの要望のあった全ての教室、これは特別教室も含

めてですけども、そちらに全て配備できるということではございません。普通教室を中心と
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いたしまして、プラスアルファで１台程度配備することになったわけなんですけど、やはり

移動も可能であるということで、柔軟に、学校現場では移動しながらの対応ということで、

やっていただきたいと思います。普通教室につきましては、当然全ての数は揃えさせていた

だいたんですけど、特別支援学級のクラスもありますので、そういうものについては特別教

室と同じ扱いで移動しながらの対応ということになります。 

○議長（久保美博君） 他にありませんか。ありませんので、ここで質疑を終結します。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） これにて、討論を終結します。 

 これより、「議案第６４号」の採決を行います。本案を原案の通り決することに、賛成の

委員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保美博君） 起立全員であります。よって、本案は原案の通り可決されました。 

 

日程第 ５ 議案第６５号 損害賠償の額の決定について 

○議長（久保美博君） 「日程第５ 議案第６５号 損害賠償の額の決定について」を議題

とします。提案理由の説明を求めます。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（久保美博君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） 「議案第６５号」につきましては、地方自治法第９６条第１項第

１３号の規定により、議会の議決に付すべき町の損害賠償の額を定めることについて、議会

の議決を求めるものでございます。その内容につきましては、住民課長に説明いたさせます

ので、よろしくご審議の上ご決定賜りますよう、よろしくお願いします。 

○住民課長（上山淳一君） 議長。 

○議長（久保美博君） 上山住民課長。 

〔上山淳一住民課長登壇〕 

○住民課長（上山淳一君） それでは、議案書１の２ページをお開きください。「議案第６

５号 損害賠償の額の決定について」ご説明申し上げます。 

 本案は、国民健康保険制度及び介護保険制度に係る高額介護合算療養費等の支給漏れに

伴う損害賠償の額を定めるため、地方自治法第９６条第１項第１３号の規定により、議会の

議決を求めるものでございます。 

 １の損害賠償の相手方ですが、内子町在住の男性７６歳ほか４８名です。 

次に、２の損害賠償の要旨ですが、本年３月１４日に、国民健康保険係担当者が過去の事

務処理を参考にするため高額介護合算療養費等を確認したところ、平成２９年度から令和

元年度までの「高額介護合算療養費」及び「高額医療合算介護サービス費」と、平成３０年
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度から令和元年度までの「高額療養費（外来年間合算分）」につきまして、対象者の確認及

び申請勧奨通知書の送付を怠ったため、申請手続きがなされず損害を与えたものです。これ

らの期間はすべて時効が成立しているため、支給相当額に遅延損害金を加え、損害賠償金と

して支払うものです。また、平成２８年度と令和２年度の２年間において、対象者からの申

請に基づき高額介護合算療養費を支給しましたが、高額医療合算介護サービス費の支給漏

れにより損害を与えたため遅延損害金を支払うものです。 

次に、３の損害賠償の額についてですが、２５８万７，４２７円でございます。詳細は議

案等説明資料３によりご説明をさせていただきます。議案等説明資料の２ページをお開き

ください。表にあります№１の高額介護合算療養費につきましては、平成２９年度から令和

元年度の３年間で、対象者は１６人です。支給相当額５７万４，３１３円に年３％の遅延損

害金３万７，６２６円を加えた６１万１，９３９円が損害賠償額となります。次に、№２の

高額医療合算介護サービス費につきましては、平成２９年度から令和元年度の３年間で、対

象者は１６人です。支給相当額１０３万７，１３７円に遅延損害金６万８，４０３円を加え

た１１０万５，５４０円が損害賠償額となります。次に、№３の高額療養費（外来年間合算）

につきましては、平成３０年度から令和元年度の２年間で、対象者は２１人です。支給相当

額８０万２，０８１円に遅延損害金３万３，８９７円を加えた８３万５，９７８円が損害賠

償額となります。次に、№４の高額医療合算介護サービス費ですが、平成２８年度と令和２

年度の２年間で、対象者は１４人です。遅延損害金３万３，９７０円が損害賠償額となりま

す。 

 今後、対象者にお詫びするとともに、損害賠償金を速やかに給付したいと考えております。

また、このような事案が起きないようチェック体制を強化し、再発防止に努めてまいります。 

 以上、「議案第６５号 損害賠償の額の決定について」のご説明とさせていただきます。

よろしくご審議のうえ、ご決定賜りますようお願いいたします。 

○議長（久保美博君） これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） これにて質疑を終結します。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） これにて、討論を終結します。 

 「議案第６５号」の採決を行います。本案を原案の通り決することに、賛成の議員の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保美博君） 起立全員です。よって、本案は原案の通り可決されました。 

 

 

日程第 ６ 議案第６６号 令和５年度内子町一般会計補正予算（第５号）について 
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日程第 ７ 議案第６７号 令和５年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）について 

日程第 ８ 議案第６８号 令和５年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

について 

○議長（久保美博君） 「日程第６ 議案第６６号 令和５年度内子町一般会計補正予算（第

５号）について」、「日程第７ 議案第６７号 令和５年度内子町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第１号）について」、「日程第８ 議案第６８号 令和５年度内子町介護保険事業

特別会計補正予算（第２号）について」、以上３件を一括議題とします。提案理由の説明を

求めます。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（久保美博君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） それでは、「議案第６６号 令和５年度内子町一般会計補正予算

（第５号）について」、「議案第６７号 令和５年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第１号）について」、「議案第６８号 令和５年度内子町介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）について」、以上３件につきまして、一括でご説明申し上げます。 

 議案書２、補正予算関係をお手元にご用意ください。議案書の１ページをお開きください。

「令和５年度内子町一般会計補正予算（第５号）」の補正につきましては、歳入歳出それぞ

れ１億８，０１９万８，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１１１億４，３３６万９，

０００円と定めるものでございます。前年度の６月補正後予算と比較して、９億１，７９３

万９，０００円、９．０％の増額となっております。６ページの歳入歳出補正予算事項別明

細書をお開きください。「一般会計補正予算（第５号）」の財源を示していますが、国・県支

出金８，０８６万７，０００円の増額、その他特定財源９，６７４万３，０００円の増額、

一般財源２５８万８，０００円の増額となっております。国庫支出金としては、エネルギー・

食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地域の実情に合わせて必

要な支援をきめ細やかに実施する地方公共団体の取り組みに、より重点的・効果的に活用さ

れる仕組みへと見直しを図りつつ、対策を一層強化するため、新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」が増額・強

化され、当町においては７，８９６万８，０００円の交付限度額が通知されております。 

詳細につきましては、歳入歳出事項別明細書において説明をさせていただきます。８ペー

ジをお願いいたします。上段でございます。２款１項２０目諸費に「生活応援商品券給付事

業」として１億５，９２８万７，０００円を計上しております。本事業は、新型コロナウイ

ルス感染症の長期化に加え、原油価格高騰や食料品、原材料等の物価上昇により影響を受け

た町民の家計を支援するとともに、地域経済の一層の振興を図ることを目的として実施す

るもので、８月１日の基準日において、内子町の住民基本台帳に登録されている世帯の世帯

主に対して、住民一人あたり１万円相当の商品券を給付いたします。 
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続きまして、同ページ中段でございます。３款１項１目社会福祉総務費の１８節交付金に

「福祉施設等物価高騰対策支援給付金」として７０６万円を計上しております。コロナ禍に

おいて、物価高騰を受けながらも安定的なサービス提供を継続している福祉施設等に対し、

物価高騰による影響の軽減を図るため、光熱水費、燃料費、食材費、資材費などの運営経費

の一部を給付するものです。 

次に、その下、２７節繰出金及び８目介護保険費２７節繰出金において、国民健康保険制

度及び介護保険制度における「高額介護合算療養費」「高額医療合算介護サービス費」、国民

健康保険制度における「高額療養費（外来年間合算分）」の対象者確認及び申請勧奨通知書

の送付を怠ったため支給漏れとなっていた対象者に損害賠償金を支払うため、国民健康保

険事業特別会計へ１４４万８，０００円、介護保険事業特別会計へ１１４万円を計上してお

ります。同ページ下段でございます。３款２項２目保育園費として「児童福祉施設物価高騰

対策支援給付金」７０万円を計上しております。コロナ禍における物価高騰により、光熱水

費等の運営経費が増大した児童福祉施設の負担軽減を図ることを目的に、運営費増加分を

補助するものであります。事業の対象は、町内の認可保育園、認可外保育園５施設で、１施

設あたり１４万円を給付するものです。 

次に、９ページをお願いいたします。上段でございます。４款１項１目保健衛生総務費と

して「医療施設等物価高騰対策支援給付金」６６８万円を計上しております。コロナ禍にお

いて物価高騰を受けながらも安定的なサービス提供を継続している医療施設等に対し、物

価高騰による影響の軽減を図るため、光熱水費、燃料費、食材費、資材費などの運営経費の

一部を給付するものです。 

同ページ下段でございます。６款１項１０目畜産業費として「畜産配合飼料価格高騰対策

支援事業給付金」３８８万３，０００円を計上しております。コロナ禍において配合飼料価

格高騰に苦しむ町内畜産農家の飼料コスト低減や収益確保の取り組みを支援することで、

農家の自助努力を引き出し、配合飼料価格高騰下において経営継続を支援するものです。 

続きまして、オレンジ色の仕切り、「議案第６７号 令和５年度内子町国民健康保険事業

特別会計補正予算（第１号）」につきましてご説明いたします。 

１ページをお開きください。歳入歳出それぞれ１４４万８，０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を２１億６７１万１，０００円と定めるものでございます。前年度の６月補正後

予算と比較して４，７８８万５，０００円、２．２％の減額となっております。補正内容と

しましては、国民健康保険制度における「高額介護合算療養費」、「高額療養費（外来年間合

算分）」の対象者確認及び申請勧奨通知書の送付を怠ったため、支給漏れとなっていた対象

者に、遅延損害金を含め１４４万７，９１７円の損害賠償金を支払う予算を計上しておりま

す。 

最後に、ピンク色の仕切り、「議案第６８号 令和５年度内子町介護保険事業特別会計補

正予算（第２号）」につきましてご説明致します。 

１ページをお開きください。歳入歳出それぞれ１１４万円を追加し、歳入歳出予算の総額



                        令和５年７月第１３４回内子町議会臨時会 

11 

 

を２８億５，５４１万２，０００円と定めるものでございます。前年度の６月補正後予算と

比較して、１億９８６万２，０００円、４．０％の増額となっております。補正内容としま

して、介護保険制度における「高額医療合算介護サービス費」について、申請勧奨通知書の

未送付などにより支給漏れとなっていた対象者に、遅延損害金を含め１１３万９，５１０円

の損害賠償金を支払う予算を計上しております。 

以上、「議案第６６号 令和５年度内子町一般会計補正予算（第５号）について」、「議案

第６７号 令和５年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について」、「議

案第６８号 令和５年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について」ご説明

いたしました。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いいたします。 

○議長（久保美博君） これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ありませんので、これにて質疑を終結します。討論、採決は議案ご

とに行います。 

 まず、「議案第６６号 令和５年度内子町一般会計補正予算（第５号）について」の討論

を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） これにて、討論を終結します。 

 これより、「議案第６６号」の採決を行います。本案を原案の通り決することに賛成の議

員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保美博君） 起立全員です。よって、本案は原案の通り可決されました。 

 続いて、「議案第６７号 令和５年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

について」の討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） これより「議案第６７号」の採決を行います。本案を原案の通り決

することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保美博君） 起立全員であります。よって、本案は原案の通り可決されました。 

 次に、「議案第６８号 令和５年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて」の討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） これにて、討論を終結します。 

これより、「議案第６８号」の採決を行います。本案を原案の通り決することに賛成の議

員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保美博君） 起立全員であります。よって、本案は原案の通り可決されました。 
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 以上をもちまして、この臨時会に付議された案件の審議は全て終了しました。従って、本

日の会議を閉じます。ここで、小野植町長、挨拶をお願いします。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（久保美博君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） 閉会にあたり、一言、お礼を申し上げます。慎重に審議をしてい

ただき、全議案お認めいただきましたこと、心からお礼を申し上げたいと思います。審議の

中でいただきましたご意見等を踏まえ、業務の主旨、目的に沿って適切に執行してまいりま

す。 

 さて、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが５類へ移行して２ヶ月にな

ります。コロナ禍前の日常が取り戻されてきたと実感している矢先、全国的にコロナ患者数

が増加傾向にあり、特に沖縄県では、コロナ患者専用の病棟は満床というような報道がなさ

れております。また、新型コロナ対策にあたり、政府分科会の尾身会長が「第９波が始まっ

ている可能性がある。」と述べられるなど、心配をしているところでございます。今後のコ

ロナ患者数の推移を注視したいと考えております。 

 これから夏本番を迎え、暑い日が続くことが予想されます。議員の皆様にはご自愛いただ

き、引き続き、町行政に対しまして、ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げ、私の

挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。 

○議長（久保美博君） 以上をもって、令和５年７月第１３４回内子町議会臨時会を閉会し

ます。 

○議会事務局長（前野良二君） ご起立願います。礼。 

 

午前 １０時４３分 閉会 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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第１３４回臨時会付議事件名及び議決結果一覧表 

１．町長提出議案 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

議案 

６４ 

第１３号 令和５年度電子黒板購入に係る物品購入

契約について 
R5.7.7 R5.7.7 原案可決 

議案 

６５ 
損害賠償の額の決定について R5.7.7 R5.7.7 原案可決 

議案 

６６ 

令和５年度内子町一般会計補正予算（第１号）につい

て 
R5.7.7 R5.7.7 原案可決 

議案 

６７ 

令和５年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第１号）について 
R5.7.7 R5.7.7 原案可決 

議案 

６８ 

令和５年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第

２号）について 
R5.7.7 R5.7.7 原案可決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


